
番号 数量 単位 契約の内容 契約予定期間
契約の相手方の選定基準及び決定方

法
主管課 備　　考

1 1 式 ・除草作業 適時

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

まちづくり
推進課

2 1 式 ・除草作業
令和8年4月1日

～
令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

まちづくり
推進課

3 1 式 ・除草作業

令和8年6月1日
～

令和8年11月30日
（期間中、3回作業

予定）

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

環境業務課

4 1 式 ・除草作業
令和8年4月1日

～
令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

環境政策課

令和８年度　特定随意契約発注見通し及び契約内容一覧（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号関係）

物品又は役務の名称

除草作業委託

除草作業委託

除草作業委託

やまと広域環境衛生事務組合事務所跡地管理委託



5 1 式 ・除草作業 適時

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

管財課

6 1 式

・乗車券類販売、
駅舎及び待合室等
の清掃、駐輪場整
理、周辺道路の交
通安全対策、その
他

令和8年4月1日
～

令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること。

企画政策課

7 1 式

・デマンドタク
シー予約受付及び
システムへの入
力、問い合わせへ
の対応等

令和8年4月1日
～

令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること。

企画政策課

8 1 式
・防災交流館施設
清掃業務

令和8年4月1日
～

令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号に規定による障害者支援施
設、地域活動支援センター・障害福
祉サービス事業を行う施設、小規模
作業所のいずれかの施設であるこ
と。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

危機管理課

9 1 式
・草刈・剪定・清
掃・木造り・その
他

令和8年4月1日
～

令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること。

教育総務課

除草作業委託

ＪＲ御所駅乗車券類発売・駅舎清掃等業務及び
西側駅舎出入口周辺道路の交通安全対策業務委託

御所市デマンドタクシー予約受付業務

御所市防災交流館清掃業務委託

市内各小学校の環境整備業務



10 1 式
・草刈・剪定・清
掃・木造り・その
他

令和8年4月1日
～

令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること。

教育総務課

11 1 式 ・除草作業 適時

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

教育総務課

12 1 式
・除草作業
・隣接水路清掃

適時

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

教育総務課

13 1 式 ・駐車場管理
令和8年4月1日

～
令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

健康推進課

14 1 式
・老人福祉セン
ターの業務補助

令和8年4月1日
～

令和8年9月30日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

高齢対策課

シルバー人材セ
ンターより半年
ずつの契約を指
定される。

市内各中学校の環境整備業務

旧戸毛保育所跡地草刈り業務

給食センター北隣地除草等業務

集団セット検診駐車場管理業務

代替職員雇用委託〈業務補助〉
（御所市老人福祉センター）



15 1 式
・老人福祉セン
ターの業務補助

令和8年10月1日
～

令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第4号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

高齢対策課

16 1 式
・庭木の剪定、枝
打ち、消毒

令和8年4月1日
～

令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

高齢対策課

シルバー人材セ
ンターから10
月～12月の間
で賃金の改定が
予測される。

17 1 式
・敷地内緑地管理
及び広場の整備

令和8年4月1日
～

令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

高齢対策課

シルバー人材セ
ンターから10
月～12月の間
で賃金の改定が
予測される。

18 1 式
・老人福祉セン
ターのトイレ清掃

令和8年4月1日
～

令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

高齢対策課

シルバー人材セ
ンターから10
月～12月の間
で賃金の改定が
予測される。

19 1 式
・介護予防セン
ター内の清掃業務

令和8年4月1日
～

令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

高齢対策課

シルバー人材セ
ンターから10
月～12月の間
で賃金の改定が
予測される。

シルバー人材セ
ンターより半年
ずつの契約を指
定される。

代替職員雇用委託〈業務補助〉
（御所市老人福祉センター）

植木・緑地管理業務〈植木剪定〉
（御所市老人福祉センター）

植木・緑地管理業務〈緑地管理〉
（御所市老人福祉センター）

代替職員雇用委託〈トイレ清掃〉
（御所市老人福祉センター）

日常清掃業務（御所市介護予防センター）



20 1 式
・庭木の剪定、枝
打ち、消毒、除
草、広場の整備

令和8年4月1日
～

令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

高齢対策課

21 1 式
・有償ボランティ
アの養成及び派遣

令和8年4月1日
～

令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

高齢対策課

22 1 式
・除草作業
（葛学童保育所）

適時

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

子育て
推進課

23 1 式

・剪定（石光保育
所／小林保育所／
葛城保育所／幸町
保育所／秋津幼児
園／御所幼児園／
大正幼稚園）

令和8年6月1日
～

令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

子育て
推進課

24 1 式
・時間外及び休日
に貸館をする際の
施設管理

令和8年4月1日
～

令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

人権施策課

植木管理業務（御所市老人憩の家）

御所市介護予防・日常生活支援総合事業
訪問型サービスB事業に関する業務委託

除草作業委託

除草作業委託

御所市人権センター貸館管理業務委託



25 1 式 ・施設清掃
令和8年4月1日

～
令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

人権施策課

26 1 式
・アザレアホール
敷地内周辺の植木
散水に関する業務

令和8年7月1日
～

令和8年9月30日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

生涯学習課

27 1 式
・貸室管理業務
・臨時駐車場の除
草等

令和8年4月1日
～

令和9年3月31日

・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。

生涯学習課

28 1 式
・中央公民館施設
内の清掃業務

令和8年4月1日
～

令和9年3月31日

・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること。

生涯学習課

29 1 式
・貸室管理業務
・臨時駐車場の除
草等

令和8年4月1日
～

令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること。

生涯学習課

中央公民館施設管理等業務委託

御所市人権センター清掃業務委託

植木管理業務委託

中央公民館清掃業務委託

文化交流センター施設管理等業務委託



30 1 式
・文化交流セン
ター施設内の清掃
業務

令和8年4月1日
～

令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること。

生涯学習課

31 1 式
・貸室、貸出業務
・鍵の管理業務

令和8年4月1日
～

令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること。

生涯学習課

32 1 式
・施設内の清掃業
務

令和8年4月1日
～

令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること。

生涯学習課

33 1 式

・貸室、貸出業務
・施設内の清掃、
除草、植木剪定
・ナイター使用時
の管理

令和8年4月1日
～

令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること。

生涯学習課

34 1 式 ・施設内の除草
令和8年4月1日

～
令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること。

生涯学習課

文化交流センター清掃業務委託

葛公民館施設管理等業務委託

葛公民館清掃業務委託

御所市民運動公園等施設管理業務委託

健康増進スポーツ施設建設地維持管理業務



35 1 式
・アザレアホール
敷地内周辺の植木
散水に関する業務

令和8年7月1日
～

令和8年9月30日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること。

生涯学習課

36 1 式 ・文書廃棄業務 令和8年11月上旬

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

総務課

37 1 式 ・草刈り業務 適時

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

総務課

38 1 式 ・文書移管業務 令和9年1月下旬

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

総務課

39 1 式
・時間外及び休日
に貸館をする際の
施設管理

令和8年4月1日
～

令和9年3月31日

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

農林商工課御所市産業振興センター施設管理等業務委託

植木管理業務委託

文書廃棄に伴う文書排出業務委託

旧秋津保育所書庫草刈作業委託

文書移管に伴う文書排出業務委託



40 1 式

・産業振興セン
ターにおいて即売
会開催前に実施す
る植木周辺等の草
刈

令和8年10月1日
頃

・地方自治法施行令第167条の2第
1項第3号の規定によるシルバー人材
センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること

農林商工課

41 1 式
・旧朝町小学校の
除草業務

令和８年4月1日
～

令和９年３月31日

・地方自治法施行令第１６７条の２
の第１項第３号の規定によるシル
バー人材センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること。

文化財課

42 1 式
・史跡 條ウル神古
墳の除草等の業務

令和８年4月1日
～

令和９年３月31日

・地方自治法施行令第１６７条の２
の第１項第３号の規定によるシル
バー人材センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること。

文化財課

43 1 式
・史跡 巨勢山古墳
群の除草等の業務

令和８年4月1日
～

令和９年３月31日

・地方自治法施行令第１６７条の２
の第１項第３号の規定によるシル
バー人材センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること。

文化財課

44 1 式
・史跡 宮山古墳の
除草等の業務

令和８年4月1日
～

令和９年３月31日

・地方自治法施行令第１６７条の２
の第１項第３号の規定によるシル
バー人材センターであること。
・高齢退職者のために、就業の機会
を確保するとともに、組織的に提供
する業務を行っていること。
・徴取した見積書が予定価格の範囲
内であること。

文化財課

御所市産業振興センター植木管理委託

旧朝町小学校除草作業

史跡 條ウル神古墳除草作業

史跡 巨勢山古墳群除草作業等

史跡 宮山古墳保全作業等


